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議案第１６０号 

中原区における町区域の変更ついて 

 

 

資料１   中原区小杉陣屋町地区 位置 

 

 

資料２   町区域の変更に関する主要経過及び変更時期 

 

 

資料３   町区域の変更図 

 

 

資料４   町区域の変更に関わる区域、面積 

 

 

参考資料  地方自治法・地方自治法施行令（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 ・ こ ど も 局 

（平成２６年１１月１８日） 
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中原区小杉陣屋町地区　位置図



中原区小杉陣屋町１丁目及び小杉陣屋町２丁目地区の 

町区域の変更に関する主要経過及び変更予定時期 

 

１ 主要経過 

 

平成３年 ９月 ３０日 

 

小杉陣屋町１丁目、小杉陣屋町２丁目地区

住居表示実施 

 

平成２６年 ９月１６日 

 

小杉陣屋町２丁目３５０番５、３５０番６

の所有者から、当該土地を自己が所有する他

の小杉陣屋町１丁目の宅地と合筆を行うた

め、町区域の変更の要望を受ける。 

 

平成２６年１０月１５日 

 

小杉陣屋町１丁目町会及び小杉陣屋町２丁目

町内会から新町界の確認書を受理 

 

 

 

２ 変更予定時期 

 

  平成２７年１月頃 



0 25 5012.5

－3－

小杉陣屋町２丁目

小杉陣屋町１丁目

区域を変更する町名小杉陣屋町１丁目

350番5

350番6



町名 左に含まれる現在の区域

小杉陣屋町１丁目 小杉陣屋町２丁目の一部

中原区小杉陣屋町地区の町区域の変更に関わる区域、面積

面積
（㎡）

6.6



地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）【抜粋】 

 

 （市町村区域内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定をする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新た

に画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市

町村の議会の議決を経て定めなければならない。 

２ 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 

３ 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効

力を生ずる。 

 

 

 

地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）【抜粋】 

 

第１７９条 地方自治法第２６０条第１項の規定による処分で、旧耕地整理法（明治４２年法律第３０号）によ

る耕地整理、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業（換地処分を伴うものに限る。）、

土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法（昭和５０年法律第６７号）による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に

関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条第１号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、

旧耕地整理法第３０条第４項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第５４条第４項（同法第８

９条の２第１０項、第９６条及び第９６条の４において準用する場合を含む。）の規定による換地処分の公告が

あった日の翌日又は土地区画整理法第１０３条第４項（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法第８３条において準用する場合を含む。）の規定による換地処分の公告があった日の翌日からそ

れぞれ生ずるものとする。 


